
越谷市立小ヰ学校の教職員ストレ不チキヅ■ク制度実施要領  

三：．’軌如中．．．・J・三軍：み二町コ平成29．年9月11′日・・教育長決裁   
■ 

乳1卓 
． 

（趣■旨）  

旬ゝ’、  

て  

第1条‘この：要領は、㌧労働安全衛生藩・‾（噸和47年漁律第5＝7号）‥第66   

条の10の偲定に基づき越谷市教育委鼻会が実施す卑越谷南立小中学校   

の教職員ストレスチ土‾ック制度（以こ下∴丁ス十1隼スチキツ・ク制度」とい  

■■ヰら；サパこついて、必賓な事項を定めるものである。  

2 一ストレスチ・ゴック制度の実施方法等に■ついて鱒ヾ労働安全衛生法その   

他の法令に定めるもののほか、この要衝・に恵める．ところによる。  

（要領の変更）・＿  

第2条 教育長がこの要領を変吏す－る藤倉は▲、．適春雨立′Jよ阜学疲安全衛生   

管理規程・（平成17年教委規則常4「・号。以下「規程」という。・）第8条   

第1項に＝規定する衛生委兵舎に率いて静査音読を行い、その結果に基づ   

いて，変更を行うものとする。  

（適用範囲）   繊細攣  

第3条 この要領は、越谷市が設置する公立ノJ、中学校に勤務し、かつ次の   

各号に滴締る埼玉塀ボ給与・を支繚する華職長（以下「対象教職員」とい   

う。）に適用する・。．勘辞遠慮叙組畢牽軒‡・感巌高鮎綽二ニナコ∴芸⊥キ  
亙■∴棚常勤の教職員  

（2）再任用教職員（フルタイム・短時間）  
ユ‾■＝ヾL‥  

・■‘・（3）三臨時的任用＿教職員のうち社会保険の被保険草（引き続き31日以上   

雇用又は雇舶葡東湖ずおり守つ通商あたり，甲舶傾藤間数  

・－∴ゞが皇0時間以上の者を含む廟軒漕・ミ∴遠・・志1ぷよホヰ∴こ・「▲‘   

（要領の周知）  軒チ蘇軒   

第4条 教育長は、二・対象教職員に対して、この要領の周知に努めるものと   

する。  
J音感射÷∴∴J；∴T六■t二∵ト   



l■ （ス．トレスチ主少夕制度の趣旨専の周知か  

第・5、粂・・教育長は、・市村各小中学校長を通じ、対象数職員に対し、次に掲   

げる各号のストレスチェック制度の趣旨等の周知に簸めるこもfの・とする。  

（1）■ストレスチェック制度は、対象教職員自身のストレスへ・由‾気言付き及   

、びその対処の・支援並びに～職場象境の改善を通じて、サンタ．ルヘルス不  

調となることを未然に防止する一次予防を目的、と・しで・おり・、メンタル  

ヘルス不調者の発見を一患附・な目駒とはしない ものであるJこごとち  

（2）対象教職員にスト・レスチエッグを受げる 

関に通院中等の特別な事情許ない限り、1金での対象教職員がストレス  

チェックを受けることが望ましいこと。  

（3）チトレスチェックの結果は、直接本人に通知され、‘＝本人の伺意なく  

校長が結果を入手するようなことはないこ・と。したがって、ストレス   

チェックを受けるときは、正直に回答するここと・が重曹であミる・■ごと・。   

k）ストレスチェニッター‥の結果渡健康管理の目ナ的のミため杷使用心、＝啓れ以  

外の目的に利用することはないこと。   

第2章 ストレスチェック制度の実施体制  ．・1一 モー、   

（ストレスチェック制度担当者）・   ‥・  ・  

第6条 ストレスチエッグ制度の実施計画の策雇．恕び当骸計画に・基づくス  

トレスチェック制度の実施の管理等の実務を担当サる骨歴↓て、ストレ   

スチェック制度担当者（以下「担当者」という。）・叡置き・Jゝ一千学校教育部   

学務課職員をもってこれに充てる。  

2 担当者につV）ては、対象教職農に周知し、火事異動等により∴担当者の   

変更があった場合に嫁、その都度、：対象教職員鱒周知する。・次条のスト   

レスチェックの実施者、第8条の面接指導を行う一産業匪等、∴第9粂の実   

施事務従事者についても、同様の扱いとする。  

3 担当者は、’1ストレスチェックの実施酎経由執整及び連絡等を行う。 

（ストレスチェックの実施者）  
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第7条 ストレスチェックの実施者（以下「実施者卜車I・丸うr†。）、イ、は、産業  

医等とする。   

（面接指導跡昇緻密亘十王・■露－！  

・や棄8条斗ス・ト料本草ヰ．翠ケ函結貴ば基埼く面接蝉準は畢産業医等が実施す   
■ 叶  ！∴吏≠・■1・・1‥よ・「ヤ瑚年・∫．！j∴至・・・   1如才 ノ・モい・・‥∴   てす■・   

ミモぞ・恒争レスチェッ■・タ㈲夷施事頑醸事者うか・二毒，ニ∴⊥刷・サ…  

・ノ第9㌧条斗菓施者呵指示砂髄密譲費や質入力尊嘩番密事務処感を抱当する者  

として、ストレスチェックの実施事務一従事者（以下「実施事務従事者」  

という。）として、・≡ストレスチ茸ツク業務委託先を置くものとする。   

第3章 ストレスチェック制度の実施方法－∫吋  
●  

▼． 鮎騎㌔か．ヒ紙羊芝．乞．・さ瀞享纏、、‥′＼き・音さ  ，」・∴き・華  
ノi．■▲ t＝■■－Ll■よ＿l．▲ 完．ヽ  

－、・l針・こ、．・  

．▲  一－■L■山 口■■t －iヽ．  

二1   

■第10粂 ストレスチ串ツタ∴はヾ毎年度串申実施サ思√ての′場合において、   

担当者は、実施期間を定め、対象数職員に周知するものとする。  

（対象者）   

第tl一条・．ストレスチェッ．クは、第3条に規定する対象数職員を対象に実   

i・施する。・廓斬首L弓昔1・・，弊トー′   

2 前項の規定にかかわらず、ストレスチェック実施期・簡の初日の前日に  

おいて、11月以上の休暇を取得駿耳VTる■対象教職員及び休琴、こ休職中の   

対象数職員については、当該ストレスチェックの・対象外とする。  

．（受検の方綾奪）繚料Ⅳ．薄命  

第12条．対象教職員（前条第2項に該当する者を除く。以下同じ。）は、  

専門  こ通院中等の特別な事情・がない限り、ストレスチェックを  

受けるよ・う努めなければならな嘩㌔・？二二言空トユl ‥丁 

2 対象教職員蹄ヾ・ストレ・巧チェ．鼻如こおやて、丁自身のストレスの状況を  

ありのままに回答するものとす争d  

3 教育長は、対象教職員がストレスチェックを受けるよう、校長を通じ  
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甘阜甑ヰ？・・ 

．．長一kl立溢盛1  

て受検の勧奨を行や凍恕＝一配転  

（調査票）  

第13条 ストレスチェックは、一心理的・な負担の健虔を把廃す砲ぬめの検  

査及び面壊海草のl棄藤並事を土面療措番線乗艦基づき事業者が講ずペき措   

置に関する指針（平成27年4月15日心理的な負担の程度を把纏する   

ための検査等指針公示第1号）車線推奏するイ職業性ストレズ簡易調査票  

∴（57・項酌上場を基本とこしで（て＼実施事務従事者加療供車啓帝査察・を用い   

て行う。息過怠二ら五ぬ・奄議強姦鮎払恵隠雇七三も恵撮一ぜt二こ五葦∴．■寺ふてふr：  

2 ストレスチェックは・、W占二b上等の調査票を用いて行う。  

（ストレスの程度の評価廓噛及礎塙纏ト㌣曳者の選定方法が；、や  

第14条 ストレスチェ）クの個人結果の評価は、労働秦全衛生法に毒づ   

くストレスチェック制度実嘩マニュアル 

生部労働衛生課産業除健支援室。・以下「マニュアル」という。）に示さ   

れている素点換算表を如・、や礫算し、．その結果をレてダナチヤ÷∴トに示   

す等により行う8  ・摩卸桓－  

2・高ストレス者の選定はこ マニエラルに示されている「評価基準の例  
l   

（その1）」または「評価基準の例（その2）」に蜃拠し、下記の者を  

高ストレス者と∵サ魯。■ニ  ーニ寧車＼！■▲封・末二・・■  

中轟立郎姫鱒阻庵・ 

（か呼嘩基準申倒壊番離‥）′小の場合、十車重轍ヰ卵、ザれ叫こ骸当－する   

者， こ∴妄言∴∴㌧∵∵二‡ ・ト‘∴・煎じ ニ∴ノ′い・；壌轟こ存留藻   

ア 「心身のストレス反応」（・29項目）の合計点醜痴㌢㌢点以上で  
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ア 「心身のスト｝ス反応」■ミ㌔…i車2・9項屈）、の食酢点勢が1ミ2点以下で  

ある者  

ご・モヾイ 「仕事のストレス要因」（17項目）及び「周囲のサポート」   

斡予■、ミぐ9項目）の合計点が26点・以下で、かつ「心身のストレス反応」   

し  （白9項目）の合計点数が17点以下である草 ‥・、  

（ストレスチェックの個人結果の通知方法）   

第1計条・・ストレ翠チ吏窄ターの傭人酎郎享ヾ「実施事務従事者が各対象教職  

・軋具に通知する木中上守鞍部■相法 ∫・ふ諒じこトム一…キ 

㌣射せルフケア）．：▲：t・・ 須蝉薄十勘翫拍 

第16粂 対象数職員ほ、ズトレスチ云ックの個人結果及び当該稀異に記  

載された助言及び指導等に基づいて、適切にストレぞを軽醸すこるための  

セルフケアを行う：よすに努めなげれば替らない1。  

（担当者への結束提供）   

第17粂．．担当者埠、∵伸乍の準職員のそ三上レ子＿チェックの結果の把握i与つ  
■ふ 

いては行わないも・のとするミ。・ただし、ズドヴスチェックの結果、産業医  

等の面接指導を受ける必要があると判定された対■義教職員（以下「面接  

指導対象教職員」とい女歪掛から産業医等による面接指導の申出があっ  

た場合には、その者野面療療導対象数職員に該当するや否かを確認する  

謳登卑妙に、当儀準職員頑同意の上、実施事務従事者からス≠レスチェック   

の結束又鱒当該教職員からのストレスチェック結果の写し、いずれかの  

提供を受けることができるものとする。  

i’・妄・細トヤスチ羊ツグを受贈る 

第一1上声粂 対象教職員は、・勤務時南中 

万、・疲長は、・所属の対象数職員が勤務時間中にストレスチ卓ツクを受け  

ることができるよう配慮しなければならない。   

2 ストレスチ土ツクを重ける∵勉めに穿ず各時間は、－・勤務時間として取り  

、・▲∴a■∵よ・ニ  

等量転∴ 霹多き義議  扱泰宜モ（▼i；∴1ゴ．・常 ∴  
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－ 

▲濁女衝・纏廟常に壊ぎ箇感療郵彗轟車±l纏綿革二■王寺・  

（面接指導の申出等）  
▲＼脊奉養  

＿－L▲ゝ1く 第19条 面替指藩対象教酸鼻がミ産業優等の面接指導を希望する場合は、   

第15条による通知を受け取ちてから30・日以内に、Web上での申請   

または面接揖導申出書（第1号様 式）＝ゐ療由を奉らで教育長に申し出な   

ければならない。  Jシ   ー●lご・β！  1  

2・◆上前項の・面壊藤轟申蘭書は、∴尊顔療育郵学務課や卦ナ付げる替ぁとする・；  

3 実施事務従事考は、実施者の指示により、ス‾トレスチ主タタの個人結   

果の通知後、面接指導対象教職員に面接指導を申し出るよ・う、、実施者名  

商奨を行オもあと鵬。 早耳デー‖＼l∴車∴鍋顧離・∴秦領事㌻  

（面接指尊の実施方針・    迂キ∴ 
∴云∴云 

第20条 面接指導の実感日膚痙、1癖凛第吏1壕ゐ車♭申がな’されてがち3   

0日以内に、産業医等が設定するこ  し規範晃芸転；二㌔・∴薗さ∵勲▼   

面接緒導を行う場所は、担当者が産菓医等酪調整じ」て指定ず凱エ」▲嶺の  

場合におヤ、て、当該指定に当たづでは面接緒寒が円滑に実施できをよう  

配慮しなければ常態鬼Ui三十】   胤車ふて滝Å海溝溢血∴∴√せ  

庵撞指導あ実感百億畢密着粛軋†産業医垂ガ埠哀嘩腰塔ぎ痩尊者が、  
J  

面嶺指導顛象教職貞及びそ廊新鹿サる療養睡蓮麹ず怒′畢叫保科霊   

前項の場合たおいセ、二・1担当者痙、，その番線指導東泉教職員が面接指轟  

の対象者であるこをが第三者に知られる土と・か啓韓巌撃配慮しなければ  

ならない9  
t－ご・三息皇塩ふ息塩宝施与土温海ら鮎麗諷▲’．■  

＝・・l一  通知を受けた面傍線藩対象顔職貞喧、二療磨きれた日・時．に面療指導を受  

けるものとし、、当該面療指導対象数藤島が所属す恕校長庭、面接指導対  

象教職員が指定された日時に面榛指導を華けるこせができる皐う配慮し  

なければならない。  ！ノ寄繋モノ  きモ   牢■  

（面痍指凄藤東に基づぐ産巣庭等の報善）；、宣敷瓦せ・も産もみ豆。冬二  

3  

第21条 産業医等は、面接指導が終丁してから遅くとも30日以内に、  

6   



学校教育部学務課長に対して、一面硬指導結果報告書兼意見書（第2号様  

・式）、により、∵＝；終発を報告■し、、意見を捷坦す恵もlのとする。   

（．面接指導結鼻を踏まえ恕措薗の異施方捷） 

第2．2粂∵面療揖華甲麿果、一価巣阜の傭蜃が必要との意見薯が産革医等か   

ら倭出され、就業上の療置を実施する藩命は、学校教育部学務課長が該   

当する対象教職員の所席ずる校長に対して、；就業上め措置の内容及びそ   

の理由等についで説明を行うものとする。  

2 ∴当該対象教職員は：、∵正当な理由が．ない隈り・ト就業上の措置に従わなけ   

ればならない。   

（面磯鎗導を受け渇た1めに・要する時間の取扱い）  

第23条・勤務時間中に面腰指導を受サる場合は、職務に専念する義務を   

免除するもーのとして取り扱うも・のとする。  

第3節 集団ごとの集計・分析   

（ストレスチ旦ツク結果の⊥集団ごとの集計†分析）  

第24粂 実施事務従事者は、ストレスチェック結果を集団ごとに集計・   

分析するも・のとす密。  

2 前項の集計・分析を行う集団についでは、‘担当者と実埠事務従事者が   

協蔑・しで決定する。1   

（集計・分析の方汝－）⊥  

第25条 ス 

に示されている仕事のストレス判牢固等を冊い七行う。 

（集計・・分析結果の利用方法）  

第2「鱒条・実車事務従事者樟∵泡当考の指示に妄り、学校教育部学務錬長   

に、二集計・分析、したネト㌢スチェック結衰を提供する。この場合におい   

て、当該ストレスチェック結果は、個人のストレスチ土ツタ結果が特定  

されないものとする。   

2・＝前項のストレスチ土シタ結・呆の提供を受けた学校教育部学務課長は、  

7   



当敵軍轟患車妥率葬藤寿車磯轟療範博す革む車齢単車訴一三単 

3 校長は」奉軒；牒肇廃れ奉廃院薗鼻チ≠靂廟療薬療塵・づきJ必嚢に応   

じて、鱒場環境を硬筆す瀦強固嫁絆前者療敵嘩蝉歯蜘軸醸敵  

4∴ニ廟泰薮藤島藤∴葡壕鱒軽率磯琴施療廟力・ 

→爵4孝・ヰ髄療の俸轟諒■∴廉や・・■射ト、∴■1：卓鬼lニ・精一   

（束トレ歯車i土半歩綽果㊨蘭療め嘩断碑画やこ＝・‘≒了牢射幸ヰ ‥  

第27条 ストレ 

おいて「保存・管理也当者」という∴）は、廣9粂纏魂虐する悠実施事務   

従事者とし、5年間保存・管理す卑。  ・・し  －   

2 保存・管理担当者鱒、’風車菌纏ふ歩琴線群が虜彗準修練さ姐るこ   

守．がな画室㌢メ営任をも㊨せ智頭凌麿瑚蘭蠣僧な鳩撥困錘 二妄・ミ予  

（集団ごとの集計・ノ分析結凍原び感頼経欒・斜線軒嘩郵㍑・■  

第28粂 学校琴育部学轟課長療ユ凍藤嘩げ草薙蝉恕5単簡廃零する0   

（11面接指導対象者、の同善感得て轟出せれ科料トレスチェ、ツクの結果の  

写し∴・二と子， ， i  l；巧一定∵酢気・苺・て求‡キ：∴▲こ卜∴で▼i  

（2）実施軍務従事者から提供された集団ごとの集静キ分析穂軒ン∴⊥ 

・（3）第21・条の面接指導結集報告幸兼意見書・∴、・ ‥；い ・・   

2 学校教育部学務課長は、前項に掲げる資料が第三者睦僚覧さ恥辱こと   

がないよう、責任をもって管理をしなければなj・ら潅V㌦∴さ了、1 

第も・章・ストレスチ王ツ・ダ制度に関する情報管理 、・   

（面接指導練兵顧発育番歯）せ：キ★∴ ヾ∴ぺ■土トナニ≦ ノ；、ん′；・  

・第29条 提出された面嶺指導轟果報単車藤巻単車敵簑攣醸教育歯学務課   

で保有車率dやだし、÷就嚢蛍鱒席巻審美健筆蜃容態奪卑軽よ紬鱒奉る   

必季癖あ冬場新車壊さ鳩車藤袴上J†慮草尉ふ醸歴ゐ樟組に隠建レ宅、校  

’・・◆：恵にめみ操供音容。・さ トノ∴憲 ∴‡∴ －し－、・・ニー、 ∴＞t＿．i∵∵   

（集団ごとの集計・分析結果め共有範囲）   ト  1 ー・・ 

第3▲轟常 
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部学務課で保有するとともに、集団ごとの集計・分析結果については、  

当該集箇に属する校長＼に提供する・。  

2 集団ごと1の集計・・分析結束及び当骸経果に基づいて校長が実施した措   

置の内容は、学校教育部学務諌長に報告するものとする？   

（健康情報の取扱いの範囲）  

第31条 大トレスチェック制度に蘭′して取り壊われる健康情報のうち、   

診断名、検査値、．具体的な愁訴の内・容等及び詳細な医学的情報は、産業   

医等が取‾り救わな凍ればなら▼ない。この場合において、関連情報を取り   

扱う層には、一適切に加工しなけれ嘩ならない。 

庸6ざ・華・●備報開示▼、訂革、過加及び削除と苦情処理   

（情報開示等の手続き）  

第32粂・対象教職貞は1．、スト 

求・める優には、，教育長 

2・前項の申∴し出は、／学校教育部学務課で受け付けるものとする。   

（苦情申立での手㌔続き）  

第33条■対象教職鼻は、ストレスチェダグ制度に関する情報の開示等に   

ついて苦情の申牽てを行う際には、学校教育部学蓼課長に苦情申立書   

（第3号痍式）によって申し出なければならない。   

（守秘義務▲）  

第’34条前象条や手続き・．に対応する学級教育部常務課の職員は、それら   

の職務を通じて知り得た対秦教職員の秘密を、他人に漏らしてはならな   

い。それらの∴執務を通：じて廟∴り得た二対象数職員の秘密と烏L ストレスチ   

ェ．ツタ吟二繹果及びその他職員の健康状態等をい．うム  

第7章 一不利益な取扱いの防止  

（対象教職員への」周知）  

第35条 教育長は、・ストレスチェック制度に関し、教育長が対象教職員   

に対して次に掲げる行為を行わないことを周知するよサ努めるものとす  

9   



置を行う・こ▲とd  

ア 退職の勧′奥を行う七と。 ♪「   

一10  



イ 不当な動機又は目的をもってなされたと判断されるような配置  

転換又は分掌等の変更を命じること。  

ウ その他関係法令に違反する措置を講じること。  

第8章 その他  

第36粂 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定め   

る。  

附 則  

この要領は∴平成29年9月11日から施行する。  

ま・  
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